
研究上の不正行為（研究費の不正使用を含む）

１．責任者・体制（香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程（以下「取扱規程」） 第３条

　
　　・責任者　　公正研究責任者（学長が指名する理事）
　　・体　 制　　公正研究委員会

　　　　　（香川大学公正研究責任者及び公正研究委員会に関する規程）

２．申立て・告発から認定までの流れ

外部等からの申立て・告発

取扱規程第４条～5条

香川大学における研究上の不正行為の申立てに関する細則

調査対象者の部局長に対し予備調査の指示　　取扱規程第７条

香川大学における研究上の不正行為の予備調査に関する細則

取扱規程第８条

香川大学における研究上の不正行為の本調査に関する細則
※必要に応じ、調査専門委員会の設置

取扱規程第９条

通知

異議申し立て
申立者・調査対象者

規程第10条~12条

取扱規程第１３条

人事審査委員会・教務委員会を掌理する理事への通知

香川大学コンプライアンス相談窓口

コンプライアンス担当役員

公正研究責任者・公正研究委員会

予備調査

公正研究責任者・公正研究委員会

３０日以内に報告

本調査

150日以内に
調査終了

審理・判定

不服審査委員会・再調査

認定・公表

処分

３０日以内に
本調査を開始


